
　平素は、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

　て頂いております。

閉鎖に伴い、「オールマイティカード」をお持ちの

お客様は「資金決済に関する法律第20条第1項」に基づき

㈱新出光　セルフ魚住SSにて、残高を確認の上、現金にて

払戻しさせて頂きます。

下記事務所へお問い合わせください。

払戻し申出期間

※払戻し申出期間内にお申出が無い場合は

当該払戻し手続から除斥されます。

オールマイティカード現物残高を確認の上、現金にて払戻し致します。

　さてこの度、セルフ魚住ＳＳにてご利用いただいておりました

　「オールマイティプリカ」は店舗閉鎖に伴い、ご利用を終了させ

お手数ですが、オールマイティカードをご持参の上、下記店舗もしくは

担当　山﨑まで

　つきましては以下の対応をさせて頂きます。

　住所　　大阪府吹田市豊津町10番34号　井門江坂駅前ビル8階　ＴＥＬ　06-6190-7361

㈱新出光　大阪支店

お問合せ先

㈱新出光　セルフ魚住ＳＳ

　住所　　　兵庫県明石市魚住町清水2395　ＴＥＬ　078-943-2821

オールマイティカードに関して

①平成30年2月1日～平成30年2月28日

オールマイティカード保有者が㈱新出光セルフ魚住ＳＳへ申し出て下さい。

オールマイティカード現物残高を確認の上、現金にて払戻し致します。

②平成30年3月1日～平成30年4月30日

オールマイティカード保有者が㈱新出光大阪支店へ電話連絡の上、郵送願います。


